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 第５章 成果目標・活動指標 

第 ５ 章 成果目標・活動指標 

 

第１節 成果目標  

 

〇 第３章の第３節「国の示す基本指針」で記載しましたが、国は、都道府県及び市町村が障

がい福祉計画及び障がい児福祉計画を定めるに当たっての基本指針を定めています。 

 

〇 この国が定めた基本指針に基づき、第６期荒川区障がい福祉計画及び第２期荒川区障

がい児福祉計画（令和３年度～令和５年度）において、以下の７つの成果目標を定めまし

た。 

 

〇 第７期荒川区障がい福祉計画及び第３期荒川区障がい児福祉計画（令和６年度～令和８

年度）では、改正後の国の基本指針に基づき、引き続き、以下の７つについて新たな成果

目標を定め、その目標の達成に向け、取り組んでいきます。 

 

成果目標 内容 

成果目標１ 施設入所者の地域生活への移行 

成果目標２ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

成果目標３ 地域生活支援の充実 

成果目標４ 福祉施設から一般就労への移行等 

成果目標５ 障がい児支援の提供体制の整備等 

成果目標６ 相談支援体制の充実・強化等 

成果目標７ 
障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制

の構築 
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 第５章 成果目標・活動指標 

（１） 施設入所者の地域生活への移行 

第６期障がい福祉計画/第２期障がい児福祉計画（令和３年度～令和５年度） 

成果目標 

国 

令和５年度末時点で、令和元年度末の施設入所者数の６%以上が地

域生活へ移行するとともに、令和５年度末時点の施設入所者数を令和

元年度末時点の施設入所者数から１．６％以上減少させることが基本

とされています。 

区 

令和５年度末時点で、令和元年度末の施設入所者数１２３人のうち８

人（６.5%）を地域生活へ移行するとともに、令和５年度末時点の施設入

所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から４人（３．３％）減少させ

ることを目標とします。 

実施状況 

[各年度末時点] 

令和元年度 

(実績) 

令和２年度 

（実績） 

令和３年度 

（実績） 

令和４年度 

（実績） 

令和５年度 

（見込） 

地域生活移行者数 
0 人 １人 １人 2 人 ３人 

              目標値：計８人→実績値：計７人 

施設入所者数 
123 人 123 人 115 人 １１６人 １１６人 

   目標値：計４人減→実績値：計７人減 

令和３年度～ 

令和５年度の 

取組状況 

〇 障がい者の自己決定を尊重し、自立と社会参加が図れるよう、入

所先や入院先への訪問時に、本人の希望やご家族の意向を適切に

把握し、またその意思決定の支援に配慮するとともに、グループ

ホームや自宅等にて地域生活が可能かどうか検討を進め、地域移行

を行っているところです。 

〇 自立支援協議会の地域移行部会にて、東京都島しょ部のグループ

ホームで生活している利用者について、都内市部のグループホーム

への移行支援の調整を行いました。 

〇 施設入所者の地域移行を含む障がい者の重度化等に対応した体

制整備のため、施設整備費補助等の支援策について検討を行い、令

和５年度には重度障がい者グループホームや生活介護施設に対する

施設整備費補助事業を開始いたしました。 

令和３年度～ 

令和５年度の評価・

今後の方向性 

〇 地域移行について、本人や家族のニーズを適切に把握し、本人の

意向に沿った支援を行っていく必要があります。 

○ 地域移行の促進のため、その受け皿となる重度化や高齢化に対応

したグループホームや日中に活動する場の確保が必要となります。 
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 第５章 成果目標・活動指標 

第７期障がい福祉計画/第３期障がい児福祉計画（令和６年度～令和８年度） 

成果目標 

国 

令和８年度末時点で、令和４年度末の施設入所者数の６%以上が地

域生活へ移行するとともに、令和８年度末時点の施設入所者数を令和

４年度末時点の施設入所者数から５％以上減少させることが基本とさ

れています。 

区 

令和８年度末時点で、令和４年度末の施設入所者数１１６人のうち７人

（６.０%）を地域生活へ移行するとともに、令和８年度末時点の施設入所

者数を令和４年度末時点の施設入所者数から６人（５．２％）減少させる

ことを目標とします。 

目標値 

[各年度末時点] 

令和４年度 

(実績) 

令和５年度 

（見込） 

令和６年度 

（見込） 

令和７年度 

（見込） 

令和８年度 

（見込） 

地域生活移行者数 
２人 ３人 １人 １人 ２人 

目標値：計７人 

施設入所者数 
１１６人 １１６人 11４人 １１２人 １１０人 

目標値：計６人減 

今後の取組及び 

方策 

〇 障害区分認定調査時に訪問する施設入所者に対し、地域で暮らし

ていきたいかどうかの意向確認を行うとともに、施設から入所者に

対する聴き取りを行い、地域移行の可能性を模索していきます。 

○ 東京都から地域移行体験室の受託を受け、荒川区内でスクラムあ

らかわを運営している社会福祉法人すかいと連携し、皇海荘に入所

している荒川区民の方の地域移行が促進されるように協力していき

ます。 
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 第５章 成果目標・活動指標 

（２） 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

第６期障がい福祉計画/第２期障がい児福祉計画（令和３年度～令和５年度） 

成果目標 

国 

精神障がい者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをする

ことができるよう、医療、障害福祉･介護、住まい、社会参加（就労）、地

域の助け合い、教育が包括的に確保された体制について今後も計画的

に推進する観点から、協議の場の活性化に向けた取組を行っていくこ

とが基本とされています。 

区 

保健・医療・福祉関係者による協議の場において、地域課題を共有

し、適切な連携・協議を図り、一人一人の思いが地域でかなえられる支

援体制の構築を目指します。あわせて、地域のニーズ・課題に応えられ

ているか等を検証・検討し、目標設定及び評価を行っていきます。 

令和３年度～ 

令和５年度の 

取組状況 

○ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムを構築するための

協議の場としての以下３会議を実施しました。また、協議の場におい

て、目標の設定や活動実績に対する意見などをいただき、評価を

行っています。 

 ① 精神保健福祉連絡協議会（年１回：書面開催を含む） 

 ② 精神保健福祉ネットワーク会議 

 ③ 自立支援協議会地域移行部会の精神ワーキンググループ 

  ※②は精神保健福祉連絡協議会の部会としても位置づけています。 

令和３年度～ 

令和５年度の評価・

今後の方向性 

〇 長期入院患者を含め、入院患者の地域生活への移行を進めるに当

たっては、次のことを踏まえ、病院や事業者と地域精神保健、医療、

福祉の一体的な連携が必要です。 

① 精神保健福祉ネットワーク会議等の開催による情報や地域課題

等の共有化及び連携強化 

② 入院後のアウトリーチ等、法改正を踏まえた取組の推進 

〇 区内には、精神障がい者を対象とする短期入所施設や地域移行を

視野に入れた入所施設が少ないため、引き続き、施設の誘致や既存

の入所施設の利用等体制づくりが必要です。 

○ 福祉サービスの充実や使用者の増加とともに、当事者に伴走し適

切なサービスの提供するための特定相談支援事業所の確保や人材

育成が必要になっています。 
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 第５章 成果目標・活動指標 

第７期障がい福祉計画/第３期障がい児福祉計画（令和６年度～令和８年度） 

成果目標 

国 

精神障がいにも対応した包括ケアシステムの構築に向けて、保健・

医療・福祉関係者が連携して取り組むとともに、体制の基盤整備等を

推進する必要があり、そのためには、医療及び福祉関係者による協議

の場の設置や協議の場における目標設置及び評価を行っていくこと

が基本とされています。 

区 

精神障がいにも対応した包括ケアシステムの理念のもと、保健・医

療・福祉関係者による地域課題の共有やその解決に向けた協議を行う

とともに、協議の場における目標設定及び評価を行い、地域のニーズ

に対応した支援体制の構築を目指します。 

今後の取組及び 

方策 

〇 「精神障がいにも対応した包括ケアシステム」の構築をより具体的

にするために、引き続き、協議の場を通じて、地域のニーズを把握す

るとともに、地域課題の共有や解決に向けた検討を行い、精神障が

いの方が安心して暮らせる地域となるよう、支援体制づくりを行っ

ていきます。 

〇 また、協議の場において、精神障がいにも対応した包括ケアシステ

ムの構築に向けた目標設定や評価を行っていきます。 

〇 精神障がい者の障害福祉サービスの利用を支援していくため、基

幹相談支援センターと連携を図り、特定相談支援事業所の人材育成 

に取り組んでいきます。 
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 第５章 成果目標・活動指標 

（３） 地域生活支援の充実 

第６期障がい福祉計画/第２期障がい児福祉計画（令和３年度～令和５年度） 

成果目標 

国 

令和５年度末までの間、各市町村に１つ以上の地域生活支援拠点等を確

保しつつ、その機能の充実のため、年１回以上運用状況を検証、検討するこ

とが基本とされています。 

区 

すでに面的整備をしていますが、基幹相談支援センターを中核として、

各施設間の連携を強化するとともに、自立支援協議会の部会やワーキング

グループ等を活用して、運用状況の検証、検討を行っていきます。 

令和３年度～ 

令和５年度の 

取組状況 

〇 区では、地域生活支援拠点等を、複数の機関がそれぞれ必要な機能を

分担して連携する「面的整備」により、個々の機能及び各機能間の連携の

強化を進めています。 

○ 区内事業所や関係機関と連携を図り、基幹相談支援センターを中心に

総合的及び専門的な相談支援を実施することで、地域における相談支援

のネットワークづくりに取り組んでいます。区内の関係する事業所や機関

等が、サービスの種類や立場を越えた連携が円滑となるよう「地域生活

支援拠点等運営マニュアル」を整備しました。 

○ 緊急時の受入れは、スクラムあらかわとグループホームひぐらしで行っ

ています。緊急時の対応を円滑に行うための手引を作成し、いかなる時

も障がい者の居場所を提供できる体制構築に努めました。 

○ 自立支援協議会の相談支援部会に、地域生活支援拠点ワーキンググ

ループを設置して活動しており、地域生活支援拠点等の面的整備とし

て、「点から面へ」各機関の連携を深めることを目的とし、拠点機能強化

を図っています。 

令和３年度～ 

令 和 ５ 年 度 の

評価・今後の 

方向性 

〇 障がい者の生活を支える施設やサービス等の様々な資源が区内にあ

る中で、それらの有機的な結びつきが十分ではないことから、複雑・多様

化するニーズを受け入れられる体制や、緊急時にすぐ相談でき、必要に

応じて緊急的な対応が図れる体制の構築が必要です。 

○ さらに、地域のニーズを踏まえ、地域生活支援拠点等において必要な

機能が備わっているか、PDCA サイクルを通じて、機能の充実を図る必

要があります。 

○ 相談機能を担う施設における相談実績は増加傾向にありますが、その

一方で受け皿不足が課題となっています。専門的人材の養成と確保に努

め、相談機能の充実が求められています。 

○ 自立支援協議会における地域生活支援拠点ワーキンググループ等を活

用し、活動を通じて拠点間の連携を深め、障がい者が地域で安心して暮

らせる体制づくりを行うことが求められています。 

〇 強度行動障がいの方について、支援ニーズの把握を行い、そのニーズ

に応じた支援体制の検討を行っていく必要があります。 
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 第５章 成果目標・活動指標 

第７期障がい福祉計画/第３期障がい児福祉計画（令和６年度～令和８年度） 

成果目標 

① 地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実 

国 

令和８年度末までの間、各市町村において地域生活支援拠点等を整備

するとともに、その機能の充実のため、コーディネーターの配置、地域生

活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置、

支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構

築を進め、また、年１回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証、検討

することが基本とされています。 

区 

引き続き、地域生活支援拠点の施設間及び職員間の連携を強化し、相談

や緊急時の対応機能の充実及び地域一体となった支援体制を構築してい

きます。 

② 強度行動障がいを有するものへの支援体制の充実【新規】 

国 

令和８年度末までに、各市町村又は圏域において、強度行動障がいを有

する障がい者に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関

が連携した支援体制の整備を進めることが基本とされています。 

区 

強度行動障がいを有する障がい者が、地域で生活していけるように支援

ニーズの把握を図るとともに、関係機関との連携など、支援体制の構築を

していきます。 

今後の取組 

及び方策 

〇 地域生活支援拠点等の連携を深めるため、自立支援協議会の相談支援

部会のワーキンググループ等を通じて、課題共有等を行い、連携強化を

図ります。 

〇 また、自立支援協議会の相談支援部会のワーキンググループ等を活用

し、支援の実績等を踏まえ、PDCA サイクルに基づいた運用状況の検

証、検討を行っていきます。 

〇 地域生活支援拠点等の連携強化等を図るため、その中心的な役割を担

う「地域生活支援拠点等コーディネーター」の配置を行います。 

〇 すべての障がい者が必要な時に適切な支援を確実に受けられるよう、

各事業所や関係機関の協力の下、専門的人材の養成と確保や、障がいの

重度化に対応したグループホームや短期入所施設等の整備に努めます。 

○ 強度行動障がいを有する障がい者について、支援ニーズの把握を行

い、そのニーズに基づいた支援体制の構築を検討していきます。 
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 第５章 成果目標・活動指標 

（４） 福祉施設から一般就労への移行等 

第６期障がい福祉計画/第２期障がい児福祉計画（令和３年度～令和５年度） 

成果

目標 

国 

🔶🔶令和 5 年度中に就労移行支援事業等※を通じた一般就労への移行者数を令和元年度実績の１．２
７倍以上にすることが基本とされています。 

🔶🔶就労移行支援については、令和５年度までに、一般就労への移行実績を令和元年度実績の１．３０
倍以上の移行実績を達成することが基本とされています。 

🔶🔶就労継続支援Ａ型及びＢ型については、それぞれ、令和５年度までに、一般就労への移行実績を令
和元年度実績の概ね１．２６倍以上、１．２３倍以上とすることが基本とされています。 

🔶🔶就労定着支援事業の利用者数については、令和５年度における就労移行支援事業等を通じて一般
就労に移行する者のうち７０％が就労定着支援事業を利用することが基本とされています。 

🔶🔶就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が８割以上
の事業所を全体の７０％以上とすることが基本とされています。 

区 

🔶🔶令和５年度中に就労移行支援事業等※を通じた一般就労への移行者数を令和元年度実績の 1.３１
倍にすることを目標とします。 

🔶🔶就労移行支援については、令和５年度までに、一般就労への移行実績を令和元年度実績の１．３１倍
にすることを目標とします。 

🔶🔶就労継続支援Ａ型及びＢ型については、それぞれ、令和５年度までに、一般就労への移行実績を令
和元年度実績の１．５０倍、１．２５倍にすることを目標とします。 

🔶🔶就労定着支援事業の利用者数については、令和５年度における就労移行支援事業等を通じて一般
就労に移行する者のうち７０％が就労定着支援事業を利用することを目標とします。 

🔶🔶就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が８割以上
の事業所を全体の７５％とすることを目標とします。 

実施状況 

[各年度末時点] 

令和元年度 

(実績) 

 令和５年度 

（見込） 

就労移行支援事業等※による 

一般就労移行者数（Ⅰ） 
４１人 目標値：１．３１倍→実績値：１．３１倍 ５４人 

上記Ⅰのうち、就労移行支援事業 

による一般就労移行者数（Ⅱ） 
３５人 目標値：１．３１倍→実績値：１．３１倍 ４６人 

上記Ⅰのうち、就労継続支援Ａ型 

による一般就労移行者数（Ⅲ） 
２人 目標値：１．５０倍→実績値：１．５０倍 ３人 

上記Ⅰのうち、就労継続支援Ｂ型 

による一般就労移行者数（Ⅳ） 
４人 目標値：１．２５倍→実績値：１．２５倍 ５人 

上記Ⅱ～Ⅳの就労定着支援 

事業利用率 
３２％ 目標値：７０％→実績値：３０％ ３０％ 

就労定着率８割以上の就労定着 

支援事業所の割合 
７５％ 目標値：７５％→実績値：５７％ ５７％ 

令和３年度～令和５年度の 

取組状況 

〇 就労移行支援事業等による一般就労移行者数については、令和５年度の

目標値（1.31 倍）は達成できる見込みです。 

〇 就労移行支援事業所等を通じて一般就労に移行する者の就労定着支援

事業利用率や就労定着率が８割以上の就労定着支援事業所の割合につい

ては、目標値を下回る見込みとなっています。なお、就労定着率８割以上

の就労定着支援事業所については、増加傾向にあるため、引き続き、障が

い者の就労定着への支援が必要となります。 

令和３年度～ 

令和５年度の評価・ 

今後の方向性 

〇 支援がなくても就労を継続できる方が多かったことや新型コロナウイル

ス感染症等の要因から、就労定着支援の目標値を下回っていますが、利用

者のニーズを把握し、適切に支援をしていく必要があります。 

〇 区、就労移行・定着支援事業所やじょぶあらかわ等の関係機関と連携を

深め、本人の意向や特性に応じた支援を行い、一般就労につなげる取組を

進めていく必要があります。 

※ 「就労移行支援事業等」は、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ・Ｂ型を行う事業（給付対象事業）を指し

ます。じょぶあらかわ（区市町村障害就労支援事業）、障害者支援施設、小規模作業所、法定外は含んでいません。 
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 第５章 成果目標・活動指標 

第７期障がい福祉計画/第３期障がい児福祉計画（令和６年度～令和８年度） 

成果

目標 

国 

🔶🔶令和８年度中に就労移行支援事業等※を通じた一般就労への移行者数を令和３年度実績の１．２８
倍以上にすることが基本とされています。 

🔶🔶就労移行支援については、令和８年度までに、一般就労への移行実績を令和３年度実績の１．３１倍
以上の移行実績を達成することが基本とされています。 

🔶🔶就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合
が５割以上の事業所を全体の５割以上とすることが基本とされています。 

🔶🔶就労継続支援Ａ型及びＢ型については、それぞれ、令和８年度までに、一般就労への移行実績を令
和３年度実績の概ね１．２９倍以上、１．２８倍以上とすることが基本とされています。 

🔶🔶就労定着支援事業の利用者数については、令和３年度実績の１．４１倍以上とすることが基本とさ
れています。 

🔶🔶就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上
の事業所を全体の２５％以上とすることが基本とされています。 

区 

🔶🔶令和８年度中に就労移行支援事業等※を通じた一般就労への移行者数を令和３年度実績の１．３２
倍にすることを目標とします。 

🔶🔶就労移行支援については、令和８年度までに、一般就労への移行実績を令和３年度実績の１．３１倍
にすることを目標とします。 

🔶🔶就労移行支援事業所の一般就労率については、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労
へ移行した者の割合が５割以上の事業所を全体の５０％以上とすることを目標とします。 

🔶🔶就労継続支援Ａ型及びＢ型については、それぞれ、令和８年度までに、一般就労への移行実績を令
和３年度実績の２．０倍、１．３倍にすることを目標とします。 

🔶🔶就労定着支援事業の利用者数については、令和３年度実績の１．４１倍以上とすることを目標としま
す。 

🔶🔶就労定着支援事業の就労定着率※１については、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以
上の事業所を全体の２５％とすることを目標とします。 

目標値 

[各年度末時点] 

令和３年度 

(実績) 

 令和８年度 

（見込） 

就労移行支援事業等※２による 

一般就労移行者数（Ⅰ） 
５３人 目標値：１．３２倍 ７０人 

上記Ⅰのうち、就労移行支援事業 

による一般就労移行者数（Ⅱ） 
４２人 目標値：１．３１倍 ５５人 

上記Ⅰのうち、就労継続支援Ａ型 

による一般就労移行者数（Ⅲ） 
１人 目標値：２．０倍 ２人 

上記Ⅰのうち、就労継続支援Ｂ型 

による一般就労移行者数（Ⅳ） 
１０人 目標値：１．３倍 １３人 

一般就労移行者が５割以上の 

就労移行支援事業所の割合 
４０％ 目標値：５０％ ５０％ 

就労定着支援事業の利用者数 ３４人 目標値：１．４４倍 ４９人 

就労定着率※１７割以上の 

就労定着支援事業所の割合 
１７％ 目標値２５％ ２５％ 

今後の取組及び方策 

〇 障がい者の法定雇用率の段階的な引き上げなどにより、雇用の機会が

拡大となるため、じょぶあらかわや就労移行支援、就労定着支援事業所な

どの関係機関との連携を強化し、少しでも一般就労へつながるよう就労支

援体制の強化を図っていきます。 

〇 就労定着に向けて、障害福祉サービスの適正な利用を周知するととも

に、就労定着支援事業所やじょぶあらかわなどと連携を深め、利用の促進

を図ります。 

※１ 就労定着率の定義は、第６期障がい福祉計画とは異なり、「過去６年間の就労定着支援利用終了者のうち、雇用期間が４

２か月以上７８か月未満」となっています。 

※２ 「就労移行支援事業等」は、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ・Ｂ型を行う事業（給付対象事業）を指し

ます。じょぶあらかわ（区市町村障害就労支援事業）、障害者支援施設、小規模作業所、法定外は含んでいません。 
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 第５章 成果目標・活動指標 

（５） 障がい児支援の提供体制の整備等 

第６期障がい福祉計画/第２期障がい児福祉計画（令和３年度～令和５年度） 

成果 

目標 

① 児童発達支援センターの整備 

国 
令和５年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１箇所以上設置す

ることが基本とされています。 

区 
荒川たんぽぽセンターにおいて、障がいの重度化・重複化や多様化に対応する専門的機

能の強化を図った上で、地域における支援拠点の一つとして位置づけ、重層的な支援が行
えるように児童発達支援センターへと充実する検討を進めていきます。 

② 保育所等訪問支援の充実 

国 
令和５年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を

構築することが基本とされています。 

区 
荒川たんぽぽセンターを児童発達支援センター化することにより通所支援利用者を対象

とした保育園等への訪問を本格実施する検討を進めていきます。あわせて、民間事業所に
よる支援の開始についても働きかけを行っていきます。 

③ 
主に重症心身障がい児を支援する 

児童発達支援事業所･放課後等デイサービス事業所の確保 

国 
令和５年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課

後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも１箇所以上確保することが基本とされて
います。 

区 

定員を充足するため、引き続き、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援及び
放課後等デイサービスを行う事業所の確保に取り組むとともに、居宅訪問型児童発達支援
事業所との連携や、障害児通所支援事業所連絡会等での情報交換により、サービスの質の
向上を目指します。 

➃ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置･コーディネーターの配置 

国 
令和５年度末までに、各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機

関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディ
ネーターを配置することが基本とされています。 

区 
医療的ケア児等支援協議会で地域課題の検討･共有を行い、関係機関等が連携を深め

るとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置を検討します。 

令 和 ３ 年 度

～ 令 和 ５ 年

度の取組状

況 

①令和６年度に荒川たんぽぽセンターを児童発達支援センター化するため、取組を進めて
います。 

②荒川たんぽぽセンターの機能の充実・強化や児童発達支援センター化を見据え、令和５
年度に保育所等訪問支援、障害児相談支援の指定を新たに受けました。 

③令和３年度に新たな事業所が開設され、区内で主に重症心身障がい児を支援する児童
発達支援施設・放課後等デイサービスが３事業所になりました。 

④医療的ケア児等支援協議会は、令和２年度に整備し、コロナ禍により書面開催ではあり
ましたが、令和３年度から協議会の活動を開始しました。また、令和４年度に地域の医療
的ケア児等の支援を総合的に調整する役割を担う、医療的ケア児等地域コーディーネー
ターを基幹相談支援センターに配置しました。 

令 和 ３ 年 度

～ 令 和 ５ 年

度の評価・今

後の方向性 

①療育を必要とする子ども等への支援体制を強化するとともに、質の高い専門的な療育
を行う障害児通所支援事業所等の充実を図るため、その役割を担う児童発達支援セン
ターの整備が必要となります。 

②障がいの有無にかかわらず、地域社会への参加や包容（インクルージョン）の推進を図る
ため、保育所等訪問支援事業の活用や児童発達支援センターによる専門的支援や助言
を行える体制の確保が必要になります。 

③目標は達成していますが、区内のニーズに応じるため、更なる充足が必要です。居宅訪
問型児童発達支援を利用している重症心身障がい児等が個々の状態に応じて通所サー
ビスに移行できる体制の確保が求められています。 

④医療的ケア児等支援協議会や部会を通じ、地域の課題等の把握を行いつつ、今後の支
援体制の検討を行っていく必要があります。また、医療的ケア児等地域コーディーネー
ターにおいては、医療的ケア児等やその家族の相談に応じ、必要な情報の提供を行うと
ともに、相談内容に応じて関係機関等と連携を図る必要があります。 
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 第５章 成果目標・活動指標 

第７期障がい福祉計画/第３期障がい児福祉計画（令和６年度～令和８年度） 

成果 

目標 

① 児童発達支援センターの整備 

国 
令和８年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１箇所以上設置す

ることが基本とされています。 

区 
荒川たんぽぽセンターにおいて、専門的機能の強化や療育定員の拡大などの機能強化

を行い、児童発達支援センター化を目指します。 

② 障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進 

国 

令和８年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支援等を活用しながら、
障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制を構築することが
基本とされています。 

区 
荒川たんぽぽセンターでの保育所等訪問支援事業に取り組むとともに、児童発達支援セ

ンターが中心となり、保育所や障害児通所支援事業所等へ専門的支援や助言を行い、連携
体制の構築を目指します。 

③ 
主に重症心身障がい児を支援する 

児童発達支援事業所･放課後等デイサービス事業所の確保 

国 
令和８年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後

等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも１カ所以上確保することが基本とされてい
ます。 

区 

区内利用者のニーズに応えるため、引き続き、主に重症心身障がい児を支援する児童発
達支援及び放課後等デイサービスを行う事業所の確保に取り組みます。併せて、障害児通
所支援事業所連絡会において情報共有を積極的に行い、利用者がサービスを利用しやす
い環境の確保を目指します。 

➃ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置･コーディネーターの配置 

国 
令和８年度末までに、各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機

関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディ
ネーターを配置することが基本とされています。 

区 

医療的ケア児等支援協議会の設置や医療的ケア児等地域コーディーネーターの配置は
すでに実施していますが、引き続き、関係機関との連携を深め、医療的ケア児等への支援
を行っていきます。 

今後の取組

及び方策 

①荒川たんぽぽセンターを児童発達支援センターへと充実を行い、より専門的な支援の実
施や障害児通所支援事業所への専門的支援・助言、発達障がいの相談の窓口など、障害
児通所支援の拠点となるよう取り組んでいきます。  

②荒川たんぽぽセンターによる保育所等訪問支援等の実施を通じて、保育所等と連携体
制の構築を図り、インクルージョンの推進に取り組んでいきます。 

③引き続き、主に重度心身障がい児を支援する通所事業所の確保に取り組みます。また、
重症心身障がい児を対象とした居宅訪問型児童発達支援を提供する事業所とも連携
し、通所移行希望者の円滑な移行を促していきます。さらに、荒川区障害児通所支援事
業所連絡会等での情報提供や集団指導により、サービスの質の向上に向けて引き続き
取り組みます。 

④医療的ケア等支援協議会や部会の活動に取り組み、地域資源の開発や支援体制の整備・
充実の検討を進めつつ、医療的ケア児等における事業の充実を進めて行きます。医療的
ケア児等のライフステージに応じた機関へ繋ぎ、医療的ケア児等やその家族に寄り添っ
た支援を実施していくため、区や医療的ケア児等地域コーディーネーターを中心とし、保
健、医療、障害福祉、保育、教育等と連携の強化を図り、関係機関における円滑な支援の
継続を目指します。 
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 第５章 成果目標・活動指標 

（６） 相談支援体制の充実・強化等 

第６期障がい福祉計画/第２期障がい児福祉計画（令和３年度～令和５年度） 

成果目標 

国 
令和５年度末までに、市町村において、相談支援体制の充実・強化等

に向けた取組の実施体制を確保することが基本とされています。 

区 
基幹相談支援センターを中核として、相談支援体制の充実・強化等

に向けた取組の実施体制を確保することを目指します。 

令和３年度～ 

令和５年度の 

取組状況 

〇 基幹相談支援センターでは、障がい者やその家族、相談支援事業

所及び相談支援専門員等の関係者からの相談に応じ、総合的及び専

門的な相談支援の体制を確保しています。 

〇 地域における相談支援体制の強化を図るため、基幹相談支援セン

ターを中心とし、相談支援事業所におけるモニタリング結果の検証

等を行い、地域の相談支援力の向上等を図っています。 

〇 障がい者が安心して地域で生活を継続することのできる社会の実

現を図るため、障がい・医療・教育・雇用・事業所等の地域の関係者

で構成される自立支援協議会を定期的に開催し、区の事業の進捗状

況の確認や地域における課題の共有などを行っています。障がい者

等の相談支援の円滑な実施を図るため、自立支援協議会や部会を

通じて、地域における関係機関等の連携強化に努めています。 

令和３年度～ 

令和５年度の評価・

今後の方向性 

〇 総合的及び専門的な相談支援体制について、基幹相談支援セン
ターが中心となり、地域の関係機関と連携を深めながら、障がい者
やその家族への相談支援を行いつつ、相談支援事業所等からの相談
に対しても、専門的な知識を活用し、支援を実施していくことが必要
です。 

〇 地域の相談支援体制の強化を図っていくためには、地域の相談支
援事業所の質の向上が必要となります。区と基幹相談支援センター
が協力しながら、相談支援事業所の質の向上を進めていく必要があ
ります。 

〇 自立支援協議会において、地域の関係機関との連携を強化しつ

つ、地域の課題の抽出やその解決に向けた検討などを行い、地域全

体で課題解決に取り組む体制が必要となります。 
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 第５章 成果目標・活動指標 

第７期障がい福祉計画/第３期障がい児福祉計画（令和６年度～令和８年度） 

成果目標 

① 
基幹相談支援センターの設置及び 

相談支援体制の充実・強化等に向けた体制の確保 

国 

令和８年度末までに、市町村において、基幹相談支援センターを設

置するとともに、相談支援体制の充実・強化等に向けた取組を図る体

制を確保することが基本とされています。 

区 
基幹相談支援センターを中核として、相談支援体制の充実・強化等

に向けた取組の実施体制の確保を目指します。 

② 自立支援協議会における個別事例の検討を通じた地域づくり【新規】 

国 

協議会において、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開

発・改善等を行う取組を行うとともに、これらの取組を行うために必要

な協議会の体制を確保することが基本とされています。 

区 
自立支援協議会や部会において、事例検討等を実施し、地域サービ

ス基盤の開発・改善等を図るため、必要な体制の確保を目指します。 

今後の取組及び 

方策 

〇 基幹相談支援センターでは、重層的かつ複層的な課題を抱えた事

例に対し、関係機関との連携を図りながら、相談支援を行うととも

に、相談支援事業所が抱える困難事例等について、専門的な助言・

援助を行い、相談支援事業所を支えながら事例への対応を行ってい

きます。 

〇 地域の相談支援事業所に対し、モニタリング結果の検証を実施し、

相談支援専門員の専門性及び質の向上を図る取組を行っていきま

す。また、主任相談支援専門員がいる相談支援事業所を増やしてい

けるよう、既存の事例検討会や研修等の機会を活用し、人材育成に

も取り組みます。 

〇 地域サービス基盤の開発・改善等を図るため、自立支援協議会や

部会において、必要に応じ事例検討を行い、地域課題の抽出や改善

に向けた検討を行っていきます。 
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 第５章 成果目標・活動指標 

（７） 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

第６期障がい福祉計画/第２期障がい児福祉計画（令和３年度～令和５年度） 

成果目標 

国 
令和５年度末までに、市町村において、サービスの質の向上を図る

ための取組に係る体制を構築することが基本とされています。 

区 

障害福祉サービス等に携わる区や事業所等の職員は、障害者総合支

援法を念頭に、真に利用者が必要とする障害福祉サービス等の提供

と、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組体制の構築を図

ります。 

令和３年度～ 

令和５年度の 

取組状況 

〇 障害福祉サービス等事業所や関係機関等が地域における課題や資

源・情報を共有し、協働が図れる「障害福祉サービス資源・情報共有

システム」（以下「障がい福祉倶楽部」という。）を稼働し、支援に関わ

る関係者が情報を連絡・共有できる環境を構築しました。 

〇 区や事業所等の職員は、障害支援区分認定調査員研修・虐待防止

研修など、東京都や区が実施する研修等に参加し、必要な知識の習

得を図っています。 

○ 事業者からの障害福祉サービス等の提供における請求に対して、

区では、請求審査時のエラー・警告等の点検を行いつつ、必要に応

じ、事業所への指導・助言等を行っています。また、事業者連絡会を

定期的に開催し、情報の共有等を行い、サービスの質の向上につな

げています。 

令和３年度～ 

令和５年度の評価・

今後の方向性 

〇 「障がい福祉倶楽部」の構築を行い、区や事業所、その他関係機関
と、障害福祉に関する情報等について、迅速かつ正確に情報を連絡・
共有する体制の構築を行いました。また、過去の通知等が「障がい福
祉倶楽部」に蓄積されていくため、サイト上にて過去の情報の確認を
行うことができます。今後は、「障がい福祉倶楽部」の活用を行い、情
報の蓄積を進め、より使いやすいシステムにしていくことが必要で
す。 

○ 東京都や区が実施する障害福祉サービスに関する研修を受講し、
利用者への支援、サービスの支給決定やサービスの提供など、サー
ビスの質の向上につなげる必要があります。 

〇 障害福祉サービス等の給付費の請求審査時において、エラーや警

告等を減らし、事業所による障害福祉サービス等の給付費の請求の

適正化を図る必要があります。また、定期的に事業者連絡会を開催

し、障害福祉に関する情報の提供や給付費の請求業務における課題

など、事業者に対し、周知を図る必要があります。 
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 第５章 成果目標・活動指標 

第７期障がい福祉計画/第３期障がい児福祉計画（令和６年度～令和８年度） 

成果目標 

国 
令和８年度末までに、市町村において、サービスの質の向上を図る

ための取組に係る体制を構築することが基本とされています。 

区 

障害福祉サービス等の多様化や多くの事業者が参入している状況

の中、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供が重要とな

ることから、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る

体制の構築を図ります。 

今後の取組及び 

方策 

〇 「障がい福祉倶楽部」について、障害福祉サービスに関する情報の

提供等のみならず、掲示板やアンケート機能を活用し、事業所同士の

情報交換の場、事業所の実態把握やその結果の共有など、様々な機

能を活用し、事業所におけるサービス提供の質の向上につなげてい

きます。 

〇 引き続き、区の職員は、東京都が主催する研修やその他の研修を

積極的に受講し、専門的知見の修得に努め、利用者への支援やサー

ビスの支給決定等の精度を高め、利用者が必要とする支援を提供で

きるようにしていきます。 

〇 日々の請求業務の中や事業者連絡会を通じて、運営に関する課題

やその解決方法等を事業者と共有し、指導・助言等を行い、業務改善

を図るとともに、処遇改善加算の取得に対する指導を行うなど、区

全体のサービスの質の向上を目指します。 
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 第５章 成果目標・活動指標 

第２節 活動指標（サービス見込量）  
 

〇 区では、国の基本指針に基づき、令和２年３月に策定した第６期障がい福祉計画及び第

２期障がい児福祉計画（令和３年度～令和５年度）において、以下の３区分について、成果

目標の達成に向けた指標となる活動指標を定めております。第６期障がい福祉計画及び

第２期障がい児福祉計画の策定時に定めた活動指標について、次ページ以降に指標の実

績及びその実績に対する評価・今後の方向性を示しております。 

区分 

◆ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス 

◆ 児童福祉法に基づく障害児支援 

◆ 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業・障害者総合支援事業 

 

〇 第７期障がい福祉計画及び第３期障がい児福祉計画（令和６年度～令和８年度）では、第

６期障がい福祉計画及び第２期障がい児福祉計画（令和３年度～令和５年度）までの実績

を踏まえつつ、引き続き、活動指標を定めるとともに、国の基本指針において、新たに定

めるべき活動指標についても指標を定め、あわせて見込量確保のための方策を示します。 
 

 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス 

（１）訪問系 

① 令和３年度～令和５年度の実績に対する評価と今後の方向性  

〇 居宅介護については、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、通所施設の利用控

えなどにより一時的に利用が伸びましたが、令和４年度以降は微減傾向となっていま

す。また、重度訪問介護については、令和２年度の値で比較すると、サービス量（利用時

間）の実績値は見込値より１６％少なく、利用者数は２５％少なくなっていますが、サー

ビス量及び利用者数は増加傾向にあります。重度障害者等包括支援については、サー

ビスの対象者が限られており、実績及び見込がなく、類似の移動支援や重度訪問介護

での支給となっています。訪問系サービスは全体のサービス量や利用者数は増加傾向

にあるため、引き続きサービスの量と質の確保が重要です。 

   今後とも、障がいの程度に応じて、必要な支援を必要なときに受けられるよう、情報

提供や調整を行い、障がい者の日常生活を支えていきます。 
 

② 令和６年度～令和８年度における実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 

〇 これまでの利用実績や今後の障がい者数の見込み等を踏まえ、サービス見込量を設

定します。サービス提供事業者について、事業所の確保や研修等による事業所のサー

ビスの質の向上に向けた取組等を行い、見込量の確保を図ります。 
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 第５章 成果目標・活動指標 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※各年度３月分、令和５年度の実績は見込値 
 

（２）日中活動系 

① 令和３年度～令和５年度の実績に対する評価と今後の方向性  

〇 生活介護及び自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ｂ型）については、

サービス量・利用者数共に増加傾向にあります。就労移行支援の令和４年度における

サービス量の実績値は、見込値の半分以下となり、第６期の見込値よりは下回っていま

すが、増加傾向となっています。また、就労継続支援（Ｂ型）の令和４年度におけるサー

ビス量の実績値は、見込量の１０％増加しています。引き続き、障がい者の日中活動を

支える支援が重要となります。 
 

② 令和６年度～令和８年度における実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 

〇 これまでの利用実績等を踏まえ、サービス見込量を設定します。新設される「就労選

択支援」については、就労継続支援A型・B型及び就労移行支援の新規利用者平均から

見込量を設定しています。サービス提供事業者について、事業所の確保や研修等によ

る事業所のサービスの質の向上に向けた取組等を行い、見込量の確保を図ります。 

   生活介護については、令和５年度に充実した「障害者グループホーム等施設整備費補

助事業」を活用し、新たな生活介護施設の開設を促進します。 

 
 
 

令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

見込 6,006 5,923 5,842 6,628 6,576 6,524

実績 6,793 6,728 6,681

見込 349 344 340 372 369 366

実績 381 378 375

見込 8,013 8,937 9,968 7,867 8,293 8,741

実績 6,374 7,511 7,464

見込 36 40 45 33 35 37

実績 27 30 32

見込 2,560 2,706 2,861 2,358 2,447 2,540

実績 2,227 2,231 2,273

見込 83 87 92 75 78 81

実績 74 70 73

見込 69 69 69 143 161 182

実績 99 108 126

見込 2 2 2 5 5 5

実績 5 4 4

見込 0 0 0 0 0 0

実績 0 0 0

見込 0 0 0 0 0 0

実績 0 0 0

種類
居宅介護

サ ー ビ ス 量
( 時 間 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

重度訪問介護
サ ー ビ ス 量
( 時 間 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

同行援護
サ ー ビ ス 量
( 時 間 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

行動援護
サ ー ビ ス 量
( 時 間 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

重度障害者等包括支援
サ ー ビ ス 量
( 時 間 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———
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 第５章 成果目標・活動指標 

 

※各年度３月分、令和５年度の実績は見込値 
 
 
 
 
 
 

令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

生活介護 見込 5,681 5,806 5,933 6,144 6,285 6,430

実績 5,491 6,125 6,070

見込 289 296 302 306 313 320

実績 289 292 299

自立訓練 見込 15 15 15 77 77 77

（機能訓練） 実績 88 52 71

見込 1 1 1 4 4 4

実績 4 3 4

自立訓練 見込 431 493 565 632 670 710

（生活訓練） 実績 510 558 590

見込 28 32 36 38 40 43

実績 30 34 36

就労選択支援 見込 － － － － 5 8

実績 － － －

就労移行支援 見込 2,074 2,584 3,221 1,494 1,622 1,761

実績 1,064 1,235 1,376

見込 113 141 176 78 84 92

実績 56 66 72

就労継続支援 見込 775 796 818 440 453 466

（Ａ型） 実績 684 445 428

見込 39 40 41 22 23 24

実績 36 21 22

就労継続支援 見込 5,928 6,059 6,192 7,492 7,860 8,247

（Ｂ型） 実績 5,584 6,664 7,140

見込 344 351 359 433 454 476

実績 349 393 412

就労定着支援 見込 36 45 55 39 44 49

実績 34 38 35

療養介護 見込 19 19 18 14 13 13

実績 18 16 15

短期入所 見込 771 837 850 717 756 777

（福祉型） 実績 333 632 691

見込 66 67 68 68 70 72

実績 41 64 66

短期入所 見込 33 41 46 48 52 58

（医療型） 実績 40 42 44

見込 7 8 9 8 9 10

実績 7 6 7

サ ー ビ ス 量
（ 人 日 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

サ ー ビ ス 量
（ 人 日 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

サ ー ビ ス 量
（ 人 日 / 月 ） ———

サ ー ビ ス 量
（ 人 日 / 月 ） ———

サ ー ビ ス 量
（ 人 日 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

サ ー ビ ス 量
（ 人 日 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

サ ー ビ ス 量
（ 人 日 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

種類

サ ー ビ ス 量
（ 人 日 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———
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（３）居住支援・施設系 

① 令和３年度～令和５年度の実績に対する評価と今後の方向性  

〇 区では、親なき後支援として、東京都の整備費補助対象経費以外に、独自補助を行う

など、積極的にグループホームの誘致を行っており、令和３年度以降、区内に４箇所の

グループホームが開設されるなど、年々定員数を増やしています。その効果もあり、共

同生活援助の利用者は、見込数よりは下回っていますが、年々増加しています。さらに、

令和５年度には、重度障がい者を対象とするグループホームを開設する法人に対し、区

独自の整備費補助の事業を開始しました。 

   自立生活援助については、見込値より実績値が下回っていますが、利用者数は微増

傾向にあります。施設入所支援については、令和３年度から見ると利用者数は微増して

いますが、令和元年度は１２３人だったため、過去の実績から見ると、減少傾向となって

います。 

   また、地域生活支援拠点等では、「コーディネーター配置人数」を第７期から新たに活

動指標として設定しました。 

   引き続き、障がい者が住み慣れた地域でその人らしい暮らしができるよう、グループ

ホームの誘致を進めていく必要があります。 
 

② 令和６年度～令和８年度における実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 

〇 これまでの利用実績や施設入所者及び長期入院している精神障がい者の地域生活へ

の移行等を勘案し、見込量を設定します。 

また、地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けて、拠点間の連携体制の強化

の中心的な役割を担うコーディネーターを、成果目標にもあるとおり、令和８年度まで

の配置を検討していきます。 

引き続き、障害者グループホーム施設整備補助事業の周知を行い、重度障がい者の

受入れが可能なグループホームも含め設置を促進するなど、見込量の確保を図ります。 

 
※各年度３月分、令和５年度の実績は見込値 

 
 
 

令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

自立生活援助 見込 9 10 11 6 7 8

実績 3 4 5

共同生活援助 見込 206 219 233 230 241 253

実績 202 209 219

施設入所支援 見込 121 120 119 114 112 110

実績 115 116 116

地域生活支援拠点等 見込 6 6 6 7 7 7

(面的整備) 実績 7 7 7

※各年度末時点 見込 － － － 検討 検討 1

実績 検討 検討 検討

見込 5 5 5 5 5 5

実績 5 1 5

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

種類

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

構 成 施 設 数
（ 箇 所 ） ———

支援実績等を踏

まえた検証･検討

の実施回数（回） ———

コーディネー
ター配置人数

（人） ———
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 第５章 成果目標・活動指標 

（４）相談支援 

① 令和３年度～令和５年度の実績に対する評価と今後の方向性  

〇 区内の指定特定相談支援事業所は、令和３年度以降、１事業所が廃止となり、全９事業

所（荒川区障害者福祉課含む）となりました。計画相談支援については、実績値が見込

値より上回っており、利用者数も年々増加していることから、新規事業所の確保や事業

所の質の向上が重要となります。 

  また、地域移行支援及び地域定着支援については、区内に２箇所の指定一般相談支援

事業所が開設されてから、地域定着支援を中心として利用者が増えています。 

今後も地域移行のニーズの把握を行うとともに、計画相談支援の見込数の確保のた

め、事業所の誘致や事業所の質の向上を行い、地域生活や相談体制の支援を進めてい

く必要があります。 
 

② 令和６年度～令和８年度における実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 

〇 これまでの利用実績や、今後の障害福祉サービス利用者の見込み数等を勘案して見

込量を設定します。相談支援事業所の新規開設、相談支援を担う人材の確保・育成、相

談体制の強化等により、見込量の確保を図ります。 

 

 
※各年度３月分、令和５年度の実績は見込値 
 

 児童福祉法に基づく障害児支援 

（１）障害児通所支援 

① 令和３年度～令和５年度の実績に対する評価と今後の方向性  

〇 令和３年度以降、児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、それぞれ新たに２事

業所が開設しました。うち１事業所は、児童発達支援及び放課後等デイサービスの両方

を行っており、放課後等デイサービスの１事業所については重症心身障がい児を対象と

しています。事業所の増加に伴い、児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用実

績も増加傾向にあります。保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援については、

サービスの周知が進み、年々利用者が増加しています。医療型児童発達支援の利用状

況は、横ばいで推移しています。 

区では、定期的に区内事業所との連絡会を開催し、情報共有の場の提供及び、区と事

業所間の連携強化に努めています。 

 

 

令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

計画相談支援 見込 296 310 326 377 408 441

実績 296 322 348

地域移行支援 見込 3 3 3 3 3 3

実績 1 1 1

地域定着支援 見込 27 30 33 53 63 76

実績 32 36 44

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

種類

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———
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 第５章 成果目標・活動指標 

② 令和６年度～令和８年度における実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 

〇 これまでの利用実績や今後の障がい児数の見込み等を踏まえ、見込量を設定します。

区では、令和２年４月に子ども家庭総合センターを開設し、同年７月から児童相談所の

業務を東京都から引き継ぎ、開始しました。児童相談所の設置に伴い、東京都から障害

児通所支援の指定業務が移管されているため、法人の事業理解など確認を行いなが

ら、事業所の指定を行いつつ、サービスの質の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※各年度３月分、令和５年度の実績は見込値 

（２）障害児相談支援 

① 令和３年度～令和５年度の実績に対する評価と今後の方向性  

〇 障害児相談支援事業所は区内に９事業所（荒川区障害者福祉課含む）あり、利用実績

も増加傾向にあります。見込値より実績値が上回って推移しており、今後も引き続き、

相談体制の強化に向けた取組が必要です。 
    

② 令和６年度～令和８年度における実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 

〇 これまでの利用実績や、今後の障害児通所支援利用者の見込数等を勘案して見込量

を設定します。相談支援事業者の参入促進や、相談支援を担う人材の確保・育成によ

り、見込量の確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

児童発達支援 見込 1,397 1,459 1,525 1,816 1,941 2,074

実績 1,639 1,590 1,699

見込 247 258 269 270 278 286

実績 241 255 263

放課後等 見込 2,583 2,687 2,791 3,797 4,146 4,527

デイサービス 実績 2,748 3,185 3,478

見込 223 232 241 355 391 432

実績 244 291 321

保育所等訪問支援 見込 2 2 2 18 22 26

実績 9 15 14

見込 2 2 2 9 11 13

実績 6 5 7

医療型 見込 52 57 62

児童発達支援 実績 32 13 23

見込 11 12 13

実績 4 2 3

居宅訪問型 見込 2 2 2 43 49 54

児童発達支援 実績 26 28 38

見込 2 2 2 8 9 10

実績 4 6 7

サ ー ビ ス 量
（ 人 日 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

サ ー ビ ス 量
（ 人 日 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

サ ー ビ ス 量
（ 人 日 / 月 ） ———

種類

サ ー ビ ス 量
（ 人 日 / 月 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

サ ー ビ ス 量
（ 人 日 / 月 ） ———

———

———

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———
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 第５章 成果目標・活動指標 

 

 
 
※各年度３月分、令和５年度の実績は見込値 
 

（３）障害児入所支援 

① 令和３年度～令和５年度の実績に対する評価と今後の方向性  

〇 児童相談所の設置に伴い、区において障害児入所給付費の支給申請が可能となり、

また、障害児入所支援の事業の指定も行うことができます。障害児入所支援は、福祉

型・医療型共に横ばいの傾向となっています。 
    

② 令和６年度～令和８年度における実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 

〇 これまでの利用実績や、今後の利用者見込数等を勘案して、見込量を設定します。区

には所管する障害児入所施設がないため、他自治体にある障害児入所施設の利用支援

を行い、見込量の確保を図ります。 
 

 

 

 
 

※各年度３月分、令和５年度の実績は見込値 
 

（４）医療的ケア児等支援 

① 令和３年度～令和５年度の実績に対する評価と今後の方向性  

〇 区では、医療的ケア児等が地域で必要な支援が受けられるように、保健所、医療機関、

障害児通所支援事業所、障害児相談支援事業所、保育園、教育センター等の関係者が

情報共有及び連携を図る医療的ケア児等支援協議会を令和３年２月に設置しました。ま

た、令和４年度から、基幹相談支援センターに医療的ケア児等地域コーディネーターを

配置し、医療的ケア児等やその家族の相談窓口や関係機関との連携体制の構築に向け

て取り組んでいます。 
    

② 令和６年度～令和８年度における実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 

〇 引き続き、医療的ケア児等地域コーディネーターを配置し、医療的ケア児やその家族

からの相談に応じる体制を確保するとともに、病院や保育、学校、障害福祉施設など多

数の機関との連携体制の強化を図ります。 
 

 

 
※令和５年度の実績は見込値 

 
 
 

令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

障害児相談支援 見込 107 116 125 165 192 224

実績 100 121 141

種類

利 用 者 数
（ 人 / 月 ） ———

令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

障害児入所支援 見込 5 5 5 5 5 5

（福祉型） 実績 6 5 4

障害児入所支援 見込 1 1 1 4 4 4

（医療型） 実績 3 5 4

種類

利 用 者 数
（ 人 / 年 ） ———

利 用 者 数
（ 人 / 年 ） ———

令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

コーディネーター 見込 1 1 1 1 1 1

実績 0 2 1

種類

配 置 人 数
( 人 / 年 ） ———
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 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業・障害者総合支援事業 

（１）地域生活支援事業 

① 令和３年度～令和５年度の実績に対する評価と今後の方向性  

〇 相談支援においては、相談件数の実績値が見込値を下回っている年度がありますが、

件数は年々増加傾向にあります。基幹相談支援センターの専門的な指導・助言件数に

ついては、令和２年度に開設したこともあり、見込数の設定が難しく、実績値が見込値

より下回っていますが、件数は増加しています。また、自立支援協議会については、第７

期から新たに設定された項目となり、自立支援協議会の専門部会として、「相談支援部

会」「地域移行部会」「しごと部会」「医療的ケア児等支援部会」の４つがあり、それぞれの

課題やテーマに応じて活動をしています。 

〇 手話講習会については、新型コロナウイルス感染症拡大の防止対策のため、令和３年

度の実績値は低くなっていますが、令和４年度以降は増加しています。 

〇 日常生活支援については、各サービス種目の実績値と見込値の乖離は一部を除き小

さく、実績値は概ね横ばいの傾向となっています。今後も機器等の進化やケースワーク

等により把握する利用者ニーズに合わせ、必要に応じたサービス種目や基準額につい

て検討する必要があります。 

〇 移動支援については、利用時間及び利用人数共に増加傾向にあります。区では、移動

支援の利用者負担をなしにするなど支援の充実を図っていますが、特別支援学校や通

所介護施設等への通学通所時間帯は支援の利用が重なり、ヘルパーの確保が難しい状

況もあることから、引き続きサービス量の確保が必要です。 

〇 就業・就労支援については、じょぶあらかわの登録者数の実績値が見込値を上回って

おり、かつ実績値は年々増加しています。また、新規就職者数や就労継続者数の実績に

ついても増加傾向となっています。 

〇 地域活動支援センターについては、荒川たんぽぽセンターや支援センターアゼリアの

実績値は概ね横ばいとなっています。スクラムあらかわの実績値については、増加傾向

となっています。 

〇 社会参加支援については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、実績値は

低くなっていますが、令和４年度以降は増加傾向にあります。 
    

② 令和６年度～令和８年度における実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 

〇 これまでの利用実績や今後の障がい者数の見込み等を踏まえ、サービス見込量を設

定します。サービス提供事業者に対し、サービスの質の向上に向けた支援等を行い、見

込量の確保を図ります。  

また、国の基本指針で新たに示された基幹相談支援センターにおける個別事例の支

援内容の検証回数や自立支援協議会の取組について、令和６年度から新たに見込量を

設定します。また、令和４年度から事業を開始した、医療的ケア児等家庭家事サポート事

業についても令和６年度から新たに見込量を設定します。 
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※令和５年度の実績は見込値 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

親なき後支援 令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

見込 1 1 1 2 2 3

実績 1 1 1

見込 110 121 133 77 85 93

実績 63 61 70 ———

成年後見制度
利用支援

区長申し立て件数
（件/年） ———

個人別ライフプラン 相談件数（件/年）

理解促進研修・啓発 令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

見込 7 7 7 5 5 5

実績 5 5 5

見込 200 200 200 100 100 100

実績 39 89 95

相談支援 令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

見込 5 5 5 5 5 5

実績 5 5 5

見込 65,893 66,132 66,380 71,392 71,484 71,579

実績 60,913 64,995 70,735

見込 検討 検討 検討 検討 検討 検討

実績 検討 検討 検討

見込 実施 実施 実施 実施 実施 実施

実績 実施 実施 実施

見込 2,000 2,250 2,500 1,811 1,935 2,060

実績 947 1,560 1,687

見込 3 5 7 95 101 107

実績 135 84 89

見込 30 40 50 219 230 243

実績 187 197 208

見込 ― ― ― 20 20 20

実績 20 10 20

見込 ― ― ― 3 3 3

実績 2 3 3

見込 ― ― ― 4 4 4

実績 4 4 4

見込 ― ― ― 26 26 26

実績 35 27 26

見込 ― ― ― 検討 検討 実施

実績 未実施 未実施 未実施

見込 ― ― ― 検討 検討 2

実績 未実施 未実施 未実施

見込 ― ― ― 検討 検討 29

実績 未実施 未実施 未実施

相談支援事業所の参画による事例検討
の実施回数（回/年） ———

自
立
支
援
協
議
会

———

障がい者相談支援
実施箇所数（箇所）
※各年度末時点 ———

相談実績 相談件数（件/年）
———

自立支援セミナ―

開催回数（回/年）
———

延べ参加者数
（人/年） ———

相談支援事業所の参画による事例検討
の参加事業者（事業所/年） ———

協議会の専門部会の設置箇所
（箇所/年） ———

協議会の専門部会の実施回数
（回/年）

住宅入居等支援
———

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

関係相談機関等との連携強化の取組
（回/年） ———

相談支援事業者等に対する専門的な指
導・助言件数（件/年） ———

相談支援事業者等の人材育成に係る支
援件数（件/年） ———

個別事例の支援内容の検証の実施回数
（回/年） ———

主任相談支援専門員の配置数（人）
　※各年度末時点 ———

相談支援事業所の参画による事例検討
の参加機関数（機関/年） ———

基幹相談支援センターの設置
———
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※令和５年度の実績は見込値 
 
 
 

手話講習会（手話奉仕員養成研修） 令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

見込 79 80 81 74 74 74

実績 15 59 136

見込 21 22 24 8 8 8

実績 8 9 7

見込 1 1 2 1 1 1

実績 1 0 1
手話通訳者

新規登録者数
（人/年） ———

初級・中級コース

上級・通訳養成コース 修了者数（人/年）
———

受講修了者数
（人/年） ———

日常生活支援 令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

見込 11 11 10 13 14 14

実績 14 12 13

見込 26 25 24 26 28 30

実績 32 28 25

見込 24 25 26 23 23 24

実績 23 20 22

見込 88 93 98 141 150 160

実績 149 128 132

見込 3,243 3,336 3,432 3,126 3,141 3,157

実績 3,135 3,053 3,111

見込 2 3 4 4 6 9

実績 4 2 3

見込 16 16 16 16 16 16

実績 12 14 15

見込 5 5 5 5 5 5

実績 4 0 4

見込 1 1 1 2 2 2

実績 1 4 2

見込 3 4 5 2 2 2

実績 1 0 1

見込 69 71 72 68 76 84

実績 43 57 62

見込 2,831 2,863 2,895 2,674 2,712 2,750

実績 2,616 2,599 2,636

見込 29 33 38 21 24 27

実績 21 15 18

見込 273 274 275 260 261 262

実績 259 246 259

リフト付き
自動車利用助成

実利用者数（人/年）
———

自動車燃料費助成 助成者数（人/年）
———

日中一時支援 実利用者数（人/年）
———

福祉タクシー券 交付件数（件/年）
———

訪問入浴サービス
登録者数（人）
※各年度末時点 ———

住宅設備改善給付 給付件数（件/年）
———

排泄管理
支援用具

給付件数（件/年）
———

居宅生活動作
補助用具

給付件数（件/年）
———

給付件数（件/年）
———

情報・意思疎通
支援用具

給付件数（件/年）
———

自動車運転免許
取得助成

助成者数（人/年）
———

自動車改造助成 助成者数（人/年）
———

日
常
生
活
用
具
給
付

介護・訓練
支援用具

給付件数（件/年）
———

自立生活
支援用具

給付件数（件/年）
———

在宅療育等
支援用具

コミュニケーション支援 令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

見込 46 47 48 47 49 51

実績 44 39 45

見込 738 805 824 742 774 806

実績 795 657 710

見込 130 137 144 132 147 164

実績 79 107 119

見込 35 35 35 39 39 39

実績 37 38 39

見込 72 72 72 60 60 60

実績 53 43 48

手話通訳者派遣事業

実利用者数（人/年）
———

派遣回数（回/年）
———

要約筆記者派遣事業 派遣回数（回/年）
———

対面音訳者派遣事業

登録者数（人）
※各年度末時点 ———

派遣回数（回/年）
———
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※令和５年度の実績は見込値 

 

 

 

 

 

 

地域活動支援センター 令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

見込 24 24 24 25 25 25

実績 26 23 24

見込 6 6 6 3 3 3

実績 3 1 3

見込 14 15 15 16 16 16

実績 15 15 16

見込 35 36 37 25 26 27

実績 26 23 25

見込 23 23 23 16 16 16

実績 17 15 15

見込 122 134 146 132 144 156

実績 74 84 120

社会参加支援 令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

見込 21,705 37,766 65,000 65,000 66,000 67,000

実績 21,823 35,604 36,031

見込 825 1,272 1,272 1,286 1,286 1,286

実績 174 616 650

発達障がい者(児)等支援 令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

見込 7 7 7 7 7 7

実績 7 7 7

見込 5 5 5 5 5 5

実績 4 4 5

見込 ー ー ー 3 3 3

実績 3 3 3

見込 検討 検討 検討 12 12 12

実績 11 17 8

虐待防止対策支援 令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

見込 6 5 4 2 0 0

実績 12 15 10
虐待通報 受理件数（件/年）

———

開催回数（回/年）
———

実参加者数（人/年）
———

障害者福祉会館
「アクロスあらかわ」

延べ利用者数
（人/年） ———

心身障がい者青年
教室「さくら教室」

延べ受講者数
（人/年） ———

———

地域活動支援ｾﾝﾀｰ
「支援センターアゼリア」

平均来館者数
（人/日） ———

地域生活支援施設
「スクラムあらかわ」

利用者数（人/年）
———

心身障害者福祉ｾﾝﾀｰ
「荒川たんぽぽｾﾝﾀｰ」

　※各年度末時点

機能訓練
登録者数（人） ———

グループワーク
登録者数（人） ———

生活訓練
登録者数（人） ———

在籍者数（人）
———

ピアサポート活動の
推進

延べ参加者数
（人/年）

———

ペアレント
トレーニング

支援者数（人/年）

移動支援 令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

見込 8,367 8,381 8,395 7,981 8,275 8,580

実績 6,099 7,478 7,697

見込 380 380 380 415 439 464

実績 341 386 393

就業・就労支援 令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

見込 619 662 709 806 869 938

実績 681 720 750

見込 51 54 58 40 49 61

実績 29 30 34

見込 247 249 250 395 411 428

実績 324 350 380

障害者就労支援ｾﾝﾀｰ
「じょぶ・あらかわ」

登録者数（人）
※各年度末時点 ———

新規就職者数
（人/年） ———

就労継続者数
（人/年） ———

移動支援

　※各年度末時点

利用時間（時間/月）
———

利用者数（人/月）
———
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※令和５年度の実績は見込値 

 

（２）障害者総合支援事業 

① 令和３年度～令和５年度の実績に対する評価と今後の方向性  

〇 障害福祉サービス等に係る研修への区職員の実参加者数について、概ね見込値どお

りに実績値が推移しています。また、障害児通所支援事業者等に対する実地指導の件

数については、見込値より実績値が下回る年度もありますが、区内の障害児通所支援

事業者等の給付費等の支給及び施設運営の適正化を図るため、実施指導に取り組んで

います。障害福祉サービス等の多様化、サービス事業所の増加に伴い、区や事業所等が

より一層、利用者に対して真に必要なサービスを適切に提供することが求められてい

ます。 
 

② 令和６年度～令和８年度における実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 

〇 これまでの実績や地域の実情等を踏まえ、見込量を設定します。引き続き、障害者総

合支援法等の理解を深めるための区職員の研修受講や、請求過誤をなくすための請求

審査結果の活用･分析及び情報共有、事業所の適正な運営等を図るための実地指導な

どについて、取り組みます。 

 

 

 

 

令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

見込 ― ― ― 32 34 36

実績 27 30 30

見込 7 8 8 4 5 6

実績 2 3 4

見込 44 45 46 82 90 98

実績 55 66 74

見込 3 3 3 1 1 1

実績 1 0 0

見込 21 23 25 40 48 57

実績 24 27 33

見込 16 16 16 16 16 16

実績 9 12 13

見込 65 65 65 80 90 100

実績 24 70 65

見込 1 1 1 1 1 1

実績 1 1 1

精神障がい者における

自立訓練（生活訓練）
利用者数（人/月）
※月平均 ———

開催回数（回/年）
———

実参加者数
（人/年）

精神障がい者における

自立生活援助
利用者数（人/月）
※月平均 ———

精神障がい者における

共同生活援助
利用者数（人/月）
※各年度3月分 ———

精神障がい者における

地域移行支援
利用者数（人/月）
※月平均 ———

精神障がいにも対応した地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの構築に関する支援

———

目標設定･評価の実
施回数（回/年） ———

精神障がい者における

地域定着支援
利用者数（人/月）
※月平均 ———

保健、医療、福祉関係者
による協議の場

医療的ケア児等総合支援 令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

見込 ー ー ー 707 756 804

実績 ー 609 658

見込 ー ー ー 23 26 30

実績 ー 10 20

見込 ー ー ー 340 385 444

実績 ー 148 296

相談件数（人/年）
———

医療的ケア児等地域
コーディネーター

実施回数（回/年）
———

実利用者数（人/年）
———医療的ケア児等家事家

庭サポート
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※令和５年度の実績は見込値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

見込 30 35 40 42 44 47

実績 36 32 40

見込 2 3 4 2 2 2

実績 2 2 2

見込 15 20 23 24 25 27

実績 16 17 13

見込 2 2 2 2 2 2

実績 2 1 2

障害児通所支援事業者等に対する実地指導
の実施件数（件/年）

実地指導等の実施結果を関係自治体と共有
する回数（回/年） ———

障害福祉サービス等に係る研修への区職員
の実参加者数（人/年）

障害者自立支援審査支払等システム等での
審査結果の分析･活用を事業所や関係自治
体等と共有する回数（回/年）

障害福祉サービス等の質の向上を図るための取組に係る
体制の構築

———

———

———
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